
令和６年可児市条例第24号 

 

可児市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

可児市空き家等の適正管理に関する条例（平成26年可児市条例第16号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

可児市空き家等の適正管理に

関する条例 

可児市空家等の適切な管理に

関する条例 

  

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、管理不全な状態にあ

る空き家等に対する措置を定めることに

より、空き家等の倒壊防止その他の管理

不全な状態の改善を図り、もって市民の

安全かつ安心な暮らしの実現及び生活環

境の保全に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に

関する特別措置法（平成26年法律第127

号。以下「法」という。）に定めるもの

のほか、空家等の適切な管理のために必

要な事項を定めることにより、市民の安

全かつ安心な暮らしの実現及び生活環境

の保全に寄与することを目的とする。 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において使用する用語の

意義は、法において使用する用語の例に

よる。 

(1)  空き家等 市内に所在する建物その

他の工作物であって、居住その他の使

用がなされていないことが常態である

もの及びその敷地をいう。 

 

(2)  管理不全な状態 空き家等が、次に

掲げるいずれかの状態にあるものをい

う。 

 

ア 老朽化又は台風、地震その他の自

然災害による倒壊又は建築材料の飛

散若しくは剥落により、人の生命、

身体又は財産に被害を及ぼすおそれ

のある状態 

 

イ 不特定の者の侵入による火災又は

犯罪が誘発されるおそれのある状態 

 

追加資料 １ 



ウ 草木の繁茂又は害虫、ねずみ等の

発生により、周囲の生活環境に悪影

響を及ぼすおそれのある状態 

 

エ アからウに定めるもののほか、良

好な景観及び環境を著しく損なうお

それのある状態 

 

(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は

管理するものをいう。 

 

  

（民事による解決との関係） （市の責務） 

第３条 この条例の規定は、管理不全な状

態にある空き家等の所有者等と当該空き

家等が管理不全な状態にあることにより

被害を受けるおそれのある者との間で、

民事による事態の解決を図ることを妨げ

ない。 

第３条 市は、空家等対策計画の作成及び

これに基づく空家等に関する対策の実施

その他の空家等に関して必要な措置を適

切に講ずるよう努めなければならない。 

  

（所有者等の責務） （空家等の所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、空き家等が管理不全

な状態にならないよう自らの責任におい

て適正に管理しなければならない。 

第４条 空家等の所有者等は、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等

の適切な管理に努めるとともに、市が実

施する空家等に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

  

（情報提供） （市民等の役割） 

第５条 何人も、空き家等が管理不全な状

態であると認めるときは、市長に当該空

き家等に関する情報を提供することがで

きる。 

第５条 市民及び市内で事業活動を行う個

人又は法人その他の団体（以下「市民

等」という。）は、適切な管理がされて

いない状態の空家等があると認めるとき

は、市長に当該空家等に関する情報を提

供するよう努めるものとする。 

 ２ 市民等は、市が実施する空家等に関す

る施策に協力するよう努めるものとす

る。 

  

（実態調査）  

第６条 市長は、第４条に規定する管理が  



行われていないおそれがあると認めると

き又は前条の規定による情報の提供があ

ったときは、当該空き家等の状態及び所

有者等の把握に必要な調査を行うことが

できる。 

２ 市長は、管理不全な状態についての判

断基準を別に定め、前項に規定する調査

の結果に基づき空き家等の状態を把握す

るものとする。 

 

  

（助言又は指導）  

第７条 市長は、空き家等が管理不全な状

態であると認めるときは、当該所有者等

に対し、必要な措置について助言又は指

導を行うことができる。 

 

  

（勧告）  

第８条 市長は、前条の規定による助言又

は指導を行ったにもかかわらず、なお当

該空き家等が管理不全な状態にあると認

めるときは、当該所有者等に対し、必要

な措置を講ずるよう勧告することができ

る。 

 

  

（命令）  

第９条 市長は、当該所有者等が前条の規

定による勧告に応じないときは、当該所

有者等に対し、履行期限を定めて必要な

措置を講ずるよう命ずることができる。 

 

２ 市長は、前項の規定による命令を行う

ときは、可児市空き家等審議会の意見を

聴かなければならない。 

 

  

（公表）  

第10条 市長は、前条第１項の規定による

命令を行ったにもかかわらず、当該所有

者等が正当な理由なく当該命令に従わな

 



い場合は、当該所有者等に意見を述べる

機会を与えた上で、次に掲げる事項を公

表することができる。 

(1) 所有者等の氏名及び住所（法人の場

合にあっては、主たる事務所の所在地

並びに名称及び代表者の氏名） 

 

(2) 空き家等の所在地及び用途  

(3) 命令の内容  

(4) その他市長が必要と認める事項  

  

（代執行）  

第11条 市長は、第９条の規定による命令

を受けた者が当該命令に従わない場合に

おいて、他の手段によってその履行を確

保することが困難であり、かつ、その不

履行を放置することが著しく公益に反す

ると認められるときは、行政代執行法

（昭和23年法律第43号）に基づき代執行

を行うことができる。 

 

  

（緊急安全措置） （緊急安全措置） 

第12条 市長は、空き家等が管理不全な状

態であって、所有者等から自ら管理不全

な状態を解消することができないとの申

出があったとき又は所有者等が確知でき

ないときは、管理不全な状態を回避する

ために必要な最低限度の措置を講ずるこ

とができる。 

第６条 市長は、特定空家等又は管理不全

空家等に起因して、人の生命、身体又は

財産に被害が及ぶことを回避するために

緊急の必要があると認めるときは、当該

特定空家等又は管理不全空家等に必要な

最低限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項に規定する措置を講じた

ときは、当該空き家等の所在地及び当該

措置の内容を当該空き家等の所有者等に

通知（所有者等又はその連絡先を確知す

ることができない場合にあっては公告）

をしなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する措置を講じた

ときは、当該空家等の所在地及び当該措

置の内容を当該空家等の所有者等に通知

（所有者等又はその連絡先を確知するこ

とができない場合にあっては公告）をし

なければならない。 

３ 市長は、第１項に規定する措置を講じ

たときは、所有者等から当該措置に係る

費用を徴収するものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する措置を講じ

たときは、所有者等から当該措置に係る

費用を徴収することができる。 

  



（報告）  

第13条 市長は、この条例の施行に必要な

限度において、所有者等に対し、必要な

事項を報告させることができる。 

 

  

（立入調査）  

第14条 市長は、この条例の施行に必要な

限度において、職員に空き家等に立ち入

らせ、当該空き家等を調査させることが

できる。 

 

２ 前項の規定により立入調査をする職員

は、その身分を証明する書類を携帯し、

所有者等から提示の求めがあったとき

は、これを提示しなければならない。 

 

  

（空き家等の所有者等を確知することが

できない場合の公表） 

 

第15条 市長は、空き家等の所有者等を確

知することができない場合において、当

該空き家等が管理不全な状態にあるとき

は、次に掲げる事項を公表することがで

きる。 

 

(1) 当該空き家等の所在地  

(2) 管理不全な状態の内容  

(3) 管理不全な状態を解消するために講

ずべき措置 

 

(4) その他市長が必要と認める事項  

  

（空き家等対策協議会） （空家等対策協議会） 

第16条 空家等対策の推進に関する特別措

置法（平成26年法律第127号）第７条第

１項に規定する協議を行うため、可児市

空き家等対策協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

第７条 法第８条第１項の規定に基づき、

可児市空家等対策協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（空き家等審議会） （空家等審議会） 



第17条 市長の諮問に応じ、管理不全な状

態にある空き家等に対する措置に関し必

要な事項を審議するため、可児市空き家

等審議会（以下「審議会」という。）を

設置する。 

第８条 市長の諮問に応じ、特定空家等及

び管理不全空家等に対する措置等に関し

必要な事項を審議するため、可児市空家

等審議会（以下「審議会」という。）を

設置する。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（関係機関等との連携）  

第18条 市長は、必要があると認めるとき

は、警察その他の関係機関に管理不全な状

態にある空き家等に関する情報を提供し、

当該管理不全な状態を解消するために必要

な協力を要請することができる。 

 

  

（委任） （委任） 

第19条 （略） 第９条 （略） 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和６年６月28日公布 

 


